
款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和6年度

令和 3年度

■ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 1

汽車道・運河パーク遊歩道改良事業

15 37 3

事業名称

歳出予算科目

9月補正予算

            28,000                  0             14,000                  0            14,000                  0補正後

                 0

              28,000

                 0

              14,000                   0

                 0

              14,000

                 0

                   0

                 0                  0

                   0

補正前

みなとみらい２１地区の汽車道及び運河パークの傷んだ遊歩道の改良を行います。
事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

                                                        工事           工事           工事               
遊歩道改良

実績                             

                                                                                                      

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

                            実績

　本施設は整備より20年以上が経過し、遊歩道デッキ部の老朽化（部材の腐食）が進行していることから、早急に遊歩道全体の改良工
事を行い、来街者が安心・安全かつ快適にみなとみらいエリアを回遊できるよう、歩行環境の改善を図ります。

事業目的

　平成７～11年にかけて整備された汽車道・運河パーク遊歩道は、明治44年に開通した臨港鉄道の廃線跡のレールやトラス橋などの歴
史的資産を活かした造りとなっており、桜木町駅から赤レンガ倉庫や象の鼻などへつながる歩行者ネットワークの一部として市民の皆
様や訪日外国人旅客を含む多くの来街者に利用される施設です。
　当該施設は、舗装部分の多くが木材によるデッキ構造であり、整備からおよそ20年以上経過していることから、令和３年度にはデッ
キの一部が腐食により陥没するなど、老朽化が進行しています。

背景・課題

港湾法根拠法令・方針決裁等

土木工事標準積算基準書、港湾土木請負工事積算基準、過年度実績

根拠・データ等

・令和６年度：改良工事
・令和７年度～８年度：改良工事

事業スケジュール

令和６年度事業開始年度

1
補正前補正後

汽車道・運河パーク遊歩道改良工事
細事業(事業内訳） 1             28,000                  0               28,000 国の認証額に対応するため。

            28,000                  0               28,000

建設第一課港湾局

一般会計

高村 英一 下川 大輔 徳丸 友作



款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和6年度

令和 3年度

■ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 1

本牧ふ頭道路改修事業

15 37 2

事業名称

歳出予算科目

9月補正予算

            95,000                  0             95,000                  0                 0                  0補正後

                 0

              95,000

                 0

                   0                   0

                 0

              95,000

                 0

                   0

                 0                  0

                   0

補正前

　本事業は、緊急輸送路にも指定されている本牧ふ頭内道路の安全かつ円滑な交通を確保するため、舗装の改修等を行うものです。
事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

                                                        工事           調査           工事               
道路等改修

実績                             

                                                                                                      

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

                            実績

　緊急輸送路にも指定されている本牧ふ頭内道路の舗装の劣化・損傷が急速に進行しており、安全かつ円滑な交通に支障を来すことか
ら、速やかな改修が必要です。

事業目的

　当該道路は、震災時において、経済活動を継続するためのコンテナ貨物を取扱う耐震強化岸壁に直結し、第１次緊急輸送路に指定さ
れる重要路線であり、常に良好な状態に保つ必要があります。
　一方、国際コンテナ戦略港湾の競争力強化として、本牧ふ頭Ｄ５コンテナターミナルの再整備を進めています。ターミナルの拡張に
伴い、交通需要の増加が見込まれる中、安全かつ円滑な交通の確保が求められます。背景・課題

港湾法根拠法令・方針決裁等

横浜市緊急輸送路路線図

根拠・データ等

令和６年度：本牧ふ頭内道路の改修
令和７年度：本牧ふ頭内道路の調査
令和８年度：本牧ふ頭内道路の改修

事業スケジュール

令和６年度事業開始年度

1
補正前補正後

本牧ふ頭道路改修事業
細事業(事業内訳） 1             95,000                  0               95,000 緊急輸送路の舗装の損傷が急速に進行してお

り、安全上、速やかな改修が必要なため。

            95,000                  0               95,000

物流企画課港湾局

一般会計

川邉 哲也 三浦 克康 野中 捷


	15款2項1目
	汽車道・運河パーク遊歩道改良事業
	本牧ふ頭道路改修事業




